
基本施策Ⅱ 健全な食生活を推進する食育（食と健康部会） 

令和 2 年度は新型コロナウィルス感染拡大予防の観点より、多くの事業が中止、縮小されました。 

そのような中「新しい生活様式」下でできる食育推進啓発活動の一つとして YouTube 久留米市公式

チャンネルにて動画発信をスタートしました。 

 

●個別施策１ 次世代に伝えつなげる若い世代への食育推進 

１．高校生・大学生への食育推進 

新型コロナウィルス感染拡大予防の観点より、 

食育教室、食育イベントの実施なし。 

各学校にポスター提供、動画配信の情報提供を 

行いました。 

 

 

 

２．母子保健事業における食育推進 

（離乳食に関する動画配信） 

 

 

 

 

 

 

                                    

 

 

 

 

 

 

この他、久留米市ホームページにて沐浴の動画や離乳食教室の資料を掲載しています。    

（子育てサポート資料集‐沐浴・離乳食動画‐）

https://www.city.kurume.fukuoka.jp/1060manabi/2010kosodate/3002bosihoken/2021-0122-1606-345

.html 

赤ちゃんのためのおかゆの作り方 野菜の取り分け離乳食（大人のスープから） 

じゃがいものミルク煮 
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●個別施策２ 生活習慣病予防・改善のための食育の推進 

１． 健康づくりを支える環境整備 

くるめ健康づくり応援店事業を実施。 

ガイドブック配布、アプリの配信を行っています。 

 

２． 地域における生活習慣病予防のための食育推進 

食生活改善推進員が各地域において食生活を通じた生活習慣病予防啓発を行っています。 

令和 2 年度は感染拡大予防の観点より、調理実習の実施は行わず、レシピや資料の配布等によ

り啓発を行いました。 

   

 

 

 

 

３． 健診事業における食育推進活動 

   感染予防対策を講じ、各種健診事業、保健事業を実施。その中で、適切な食生活に関する情報

提供を行いました。  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４． 高齢者事業における食育推進 

 介護予防事業の中で栄養改善や口腔機能の向上に関する情報発信を行いました。 

 

 

 

 

←食事の基本に加え、食品表示の見方や 

コンビニの上手な活用等、より実践的 

な内容を新たに盛り込みました。 

久留米市国保特定健診で配布「健康管理ブック」 

←コロナ禍では高齢者の「生活不活発」に 

よる健康への影響やフレイルの進行が心配

されています。感染予防対策を徹底しなが

ら、講座を実施しました。 
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（生活習慣病予防のための食事に関する動画） 

令和 2 年 9 月より配信を開始し、3 月末までに 10 シリーズ・35 本を配信しています。 

また、食生活改善推進員や市内の高校や大学にもポスター等により情報提供しました。 

 テーマ 紹介メニュー 

9 月 おいしく減塩初秋の献立 ヘルシーサバーグ、ごろっとろ味噌汁他 

10 月 カルシウムをとろう 秋の献立 みそシチュー、切干大根のサラダ他 

11 月 野菜たっぷり 初冬の献立 鶏と野菜のみぞれ煮、レタスとわかめの中華和え他 

野菜プラス１皿～オムライス編～ オムライス、小松菜サラダ、具沢山コーンスープ他 

12 月 お家で簡単クリスマス献立 鶏のマーマレード焼き、かぼちゃポタージュ他 

1 月 冬野菜ヘルシースープごはん 太平燕風スープ、かんたんニラ玉、献立のポイント 

2 月 大人のおやつ講座 ココアマフィン、クランチチョコ他 

冬の一汁二菜（お魚を食べよう） ぶりの照り焼き、豚汁、小松菜の磯和え 

3 月 春の彩りプレート（ひなまつり） ３食押し寿司、トマトとほうれん草の茶わん蒸し他 

3 月 春のさわやかパスタランチ 春のさわやかパスタランチ、あさり缶で簡単パスタ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生活習慣病予防を目的に 

主食・主菜・副菜をそろえた 

献立形式で紹介しています。 

レシピだけでなく、栄養のワンポイントも紹介 

久留米市公式 LINEでも紹介 

【健康・福祉－健康づくり】

を受診設定している方に配

信しています。 

久留米市ホームページ 

「生活習慣病を予防するために－食事の

ポイントとレシピ紹介－」にも掲載して

います。 
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基本施策Ⅲ 農業・農産物への理解を促進する食育（地産地消部会） 

 

個別施策１ 農業体験等を通じた食と農の理解促進 

①農業体験の場の提供 

「学童農園活動の支援」 

 
田植え体験 

 

稲刈り体験 

 

「農業・農村の多面的機能の学習の推進」 

（１）パネル展示 

 

中央図書館 

 

くるめ食育パネル展 

 

（２）多面的機能のチラシによる周知 

     久留米産農産物の学校配布事業に併せた農業・農村の多面的機能チラシの配布

を行った。 

  

柴刈小学校での配布 

 



24 

 

「久留米市土づくり広場での農業体験」 

 

ジャガイモの収穫体験（※コロナ禍で植付は委託業者が実施） 

 

個別施策２ 地産地消の推進 

①地産地消に進める環境整備 

 
ハーフのぼり 

 

電子 POPモニター設置 

               

                直売所・朝市のぼり 

②地産地消の意識啓 

  

料理講習会レシピ集作成 
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基本施策Ⅳ 環境との調和を図る食育（食の循環部会） 

 

保育園・小学校や地域などで、生ごみを活用した「土づくり・堆肥づくり・野菜づく

り」などの食の循環体験を通して、“ものを大切にする心を育む”生ごみリサイクルア

ドバイザー派遣事業を実施した。 

また、「畑の土と人のお腹は同じ仕組みで、お腹を元気にする食べ方が元気な体をつ

くることを学ぶ」食といのちに関する講演を実施した。 

  

（主な事業） 

１．「生ごみリサイクルアドバイザー派遣事業」 

２．「生ごみリサイクル講習会」 

３．「エコ・クッキング動画」久留米信愛短期大学の学生が考案した使い切りレシピを

動画で紹介。 

 

●生ごみリサイクルアドバイザー派遣 

    

   

                       

 

     

 

 

 

生ごみリサイクル（大地コンポスト） 

アドバイザーが園児にお話をしている様子（左）。米ぬかと混ぜた生ごみを土に戻す様子（右）。 

 

 

生ごみリサイクル（段ボールコンポスト） 

アドバイザーが紙芝居で説明をする様子（左）。参加者が基材を混ぜている様子（右）。 
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●生ごみリサイクル講習会 

     

                    

 

●エコ・クッキング動画 

    

 

 

 

 

 

動画撮影の様子。 

 

田主丸地域での段ボールコンポスト講習

会の様子。 

冷凍したスライス大根の皮で作った「大根

ぎょうざ」。 

宮ノ陣クリーンセンターで開催した雑草と

落ち葉を使った堆肥づくり講習会の様子 
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令和３年４月１９日発行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

食育通信は、食育の日に久留米市ホームページ、久留米市公式 LINEにおいて発信します。 

食育関連イベント情報は、久留米公式ホームページ『食育通信・食育イベント』のページ

をご覧下さい。 

来月５月号の特集は「久留米市学校給食の紹介」です。お楽しみに。 

 

久留米市食育推進会議事務局 (久留米市農政部農業の魅力促進課内) 

TEL：0942-30-9165 FAX：0942-30-9717  E-mail：noumi@city.kurume.fukuoka.jp 

毎月 19日は「食育の日」です。 

食育通信は、令和３年度より食育に関する読み物を中心としたものにリニューアルしました。 

食育の日に食育の話題に触れることにより、より食育に親しみましょう。 

リニューアル創刊号、４月号の特集は、『私たちの食育行動』です。 

久留米市では平成 18年 11月 11日「久留米市食育都市宣言」を行いました。 

現在『市民みんなが食へ感謝し、健全な食生活を実践するまち』を目標像として掲げる第 3次久留米市

食育推進プラン（平成 28年～令和 3年度）に基づき、様々な事業に取り組んでいます。 

では、私たち市民は、実際にどういった事に気をつけて行動したらいいのでしょうか。第３次プランに

おける私たちの食育行動について、まとめてみました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3次久留米市食育推進プランについては、久留米市公式ホームページ『第 3次久留米市食育推進プラン』の

ページをご覧ください。 

 

 

 

食に関する正しい知識を身につけ、 

栄養バランスの良い食事を心がける。 

食に関心を持ち、栄養バランスの良い食事を心が

けることにより、健康なからだを作りましょう。 

朝食を食べる食習慣を身につける。 

朝食は一日の活力となります。起きる時間をあと

少し早くして、朝食を食べる習慣をつけましょう。 

食や生産者への感謝の気持ちを持って、 

限りある資源を大切にする。 

いのちをいただく生き物や、生産者や料理を作る

人などすべてに感謝し、限りある食の資源を大切

にしましょう。 

ふるさとの自然環境を守り、 

久留米の食をいただく。 

耳納連山、筑後川、筑後平野など、食を生み出す 

恵み豊かな久留米の自然環境を守りながら、新鮮な

久留米産の農作物を積極的に食べましょう。 

食育を次世代へ伝え、つなげる。 

食育について学び、若い世代へ食に関する知識や

食文化、食に関する感謝の気持ちを伝え、食育の

取り組みを次の世代へつなげていきましょう。 

これらの取組を実践して、 
健全な食生活を送りましょう。 
 


